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さくら市農業委員会総会議事録（平成２８年１０月定例総会） 

 

１．開催日時 平成２８年１０月２５日（火）午後２時００分から午後３時５０分 

 

２．開催場所 さくら市市役所第２庁舎２階第１・２会議室 

 

３．出席委員（２９人） 

 会長 ２５番  田代 修一 

 会長職務代理者 ３０番  山﨑 國一 

 委員 １番  薄井千恵子  

  ２番  小菅 和彦   

  ３番  中山 隆 

  ５番  齋藤 敏一 

  ６番  平山 光  

  ７番  野上 春夫 

  ８番  田代 純一 

  ９番  齋藤 克之 

  １０番  鈴木 有一 

  １１番  小竹 勝 

  １２番  肥後 太一 

  １３番  石塚 信行 

  １４番  手塚 栄一 

  １５番  舟本 幸美 

  １６番  門前 義夫 

  １８番  渡辺 一郎 

  １９番  大森 勝雄 

  ２０番  谷田 年美 

  ２１番  宍戸 孝男 

             ２２番  手塚 靖博 

  ２３番  池田 一孔 

  ２４番  落合千枝子 

  ２６番  福田 正和 

  ２７番  佐藤 利通 

  ２８番  石田 多美子 

  ２９番  小林 功 

  ３１番  大木 忠一 
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４．欠席委員（１人） 

          １７番 大塚 明美委員 

 

５．議事日程 

  第１ 議事録署名委員の指名 

  第２ 議案第 １号  非農地証明願について 

 議案第 ２号  農地移動適正化あっせん申し出について 

 議案第 ３号  農地法第４条の規定による許可申請について 

 議案第 ４号  農地法第５条の規定による許可処分の取消願について 

 議案第 ５号  農地法第５条の規定による許可申請について 

     議案第 ６号  農用地利用集積計画の決定について 

     議案第 ７号  さくら市における農地等の利用の最適化の推進に関する 

意見書について 

     議案第 ８号  さくら市農地移動適正化あっせん事業実施規程の一部改正（案）

について      

 報告第 １号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

 報告第 ２号  農地法第３条の３第１項の規定による届出書について 

 

６．農業委員会事務局職員 

 事務局長    鈴木 秀幸 

 農地調整主幹  野﨑 憲作 

 主査      柴山 雅子 

 

 

８．会議の概要 

事務局 鈴木 定刻になりました。出席委員２９名、欠席委員は、１７番大塚明美委

員の１名であり、定足数に達しており総会は成立いたしますので、まず、

会長よりごあいさつ並びに開会宣言をお願いいたします。 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、今朝は大分気温も低くかったですね。お盆すぎは天候も

不安定で、今はそばの花もまだ白く咲いているところで、急に気温が下

がるのが心配です。農業全般も天候に左右されます。 

過日、全国農業新聞推進会議がありまして、新聞の数を維持しなけれ

ば経営がなりたたなくなるので、農業委員の皆様に普及推進の協力をお

願いしますとの話がありました。皆様全国農業新聞をご覧になっている

とおもいますが、農業委員に関する記事だけではなく、今の日本の現状

など農業関係のポイントを得た内容ですので、知り合い、興味ある方が

いたら進めていただきたいと思います。 
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事務局 

 

 

 

 

 

 

鈴木 

農業委員会法改正の目的ですが、農業委員は目的を持って地域の農業

者代表として、次の世代により良い状態で、さくら市の農地・農業を引

き継いで行くことだと思います。 

それでは、ただいまからさくら市農業委員会１０月定例総会を開催い

たします。 

 

９月２６日に開催されました定例総会におきまして、議案に供されま

した農地法第４条案件１件、農地法第５条９件については、９月２９日

付けで許可しております。なお、議案第５号１０番については９月２６

日付けで取り下げとなっておりますので、ご報告いたします。 

  それでは、さくら市農業委員会総会規則第５条の規定により、「会長が

議長となり、議事を整理する。」とありますので、会長に議事の進行をお

願いいたします。 

 

議長 田代 

 

それでは、会議に先立ちまして本日午前１０時より書類審査及び現地

調査を行っておりますので、各調査会より報告をお願いいたします。 

第１調査会の委員長からお願いいたします。 

 

１５番 舟本 本日午前１０時より書類審査全員出席及び現地調査１名欠席で行いま

した。案件としましては議案第３号１件、議案第５号３件の合計４件で

あります。詳細につきましては、後ほど担当委員より説明がございます

ので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 田代 次に第２調査会委員長の報告を求めます。 

 

１２番 肥後 本日午前１０時より全員出席のもと書類審査及び現地調査を行いまし

た。案件としては議案第１号が１件、議案第４号が１件、議案第５号が

５件の合計７件であります。詳細につきましては後ほど担当委員より説

明がございますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 田代 次に第３調査会委員長の報告を求めます。 

 

１８番 渡辺 本日午前１０時より書類審査は１名欠席のもと現地調査は全員出席の

もと行いました。案件としては議案第２号が１件、議案第５号が１件の

合計２件であります。詳細につきましては後ほど担当委員より説明がご

ざいますので、ご審議のほどよろしくお願いします。 

 

議長 田代 次に第４調査会委員長の報告を求めます。 
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３番 中山 本日午前１０時より１名欠席のもと書類審査及び現地調査を行いまし

た。案件としては議案第５号が１件の合計１件であります。詳細につき

ましては後ほど担当委員より説明がございますので、ご審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

議長 

 

田代 

 

それでは議事に入る前に議事録署名人を指名いたします。 

３番の中山隆委員、５番の齋藤敏一委員を指名いたします。 

それでは議事に入ります。 

議案第１号「非農地証明願について」を議題に供し、番号１番につい

て事務局の説明を求めます。 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 ２９番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

田代 

 

小林 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

議案第１号番号１番について、朗読して説明する。 

なお、非農地証明交付要領の「その土地が森林の様相を呈しているな

ど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合」に該当

すると思われますので、非農地証明書を交付することは問題ないと考え

ます。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図１－１をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

申請内容は、事務局の説明どおりです。午前中の現地確認でも、農地

復元は困難であると判断しております。ご審議のほどよろしくお願いい

たします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第１号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員で、議案第１号番号１番は原案どおり承認されました。 

 次に議案第２号「農地移動適正化あっせん申し出について」、事務局 

の説明を求めます。 
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事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

１８番 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

２２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

田代 

 

渡辺 

 

田代 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

田代 

 

手塚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議案第２号番号１番を朗読して説明する。 

 この土地について、売買による所有権移転の相手方をあっせんして欲

しい旨の申し出がありましたので、さくら市農地移動適正化あっせん事

業実施規程第１０条の規定に基づきまして、２名のあっせん委員の選出

をお諮りします。 

 

 あっせん委員の選出ですので、第３調査会の委員長より指名願います。 

 

 ７番野上春夫委員、３０番山崎國一委員を指名いたします。 

 

それでは議案第２号番号１番のあっせん委員は、７番野上春夫委員・

３０番山崎國一委員を指名いたします。 

次に、議案第３号「農地法第４条の規定による許可申請について」を

議題に供し、番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第３号番号１番について、朗読して説明する。 

なお、農地区分は、農地の集団的広がりが約６．５ｈａで、農業公共

投資の対象になっていない土地ですので、第２種農地と判断し、土地の

選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内容は

許可基準に適合しているものと判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

案内図３－１をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

転用行為の必要性は、現在申請地は、休耕地になっており何か活用で

きる方法はないか考えたところ、再生可能エネルギー（太陽光発電）施

設を設置することにしました。申請地は９７０㎡あり発電量も年間６１，

０４０ｋｗが発電できるので申請いたしました。 

土地の選定理由は、休耕地で、何も利用しないので、再生可能エネル

ギー施設を設置するので、周囲農地には、影響のなさ、日照面・維持管

理のしやすさで、適地なので選定しました。土地利用計画は、パネルの

最も高い箇所で、２．３４４ｍ、低い箇所は０．５５ｍです。進入路は、

申請地南側農道を利用します。地面には防草シートを布設します。外周

には１．０ｍのフェンスを設置します。パネルは２９２枚設置、最大出

力４９．６４ｋｗの発電を確保します。資金計画は、総事業費１，９９

８万円で、全額借入で賄います。融資証明書も添付されております。周

辺農地への被害防除対策は、午前中の現地調査で、申請内容と現地を確
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 議長 

 

 ２番 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 事務局 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

田代 

 

小菅 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

認し問題ないと判断しております。よろしくご審議のほどお願いいたし

ます。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

異議なしの声以外ないようなので採決に入ります。 

議案第３号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第３号番号１番は原案どおり承認されました。 

続きまして、議案第４号「農地法第５条の規定による許可処分の取消

願について」を議題に供し、番号１番について事務局の説明を求めます。 

 

議案第４号番号１番について、朗読して説明する。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

今年の３月に許可になった内容ですが、次の議案第５号番号４番で審

議されます。よろしくご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

それでは質疑に入ります。 

 

【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

議案第４号番号１番について承認される方、挙手を願います。 

 

【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第４号番号１番は、原案どおり承認されまし

た。続きまして、議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請につ

いて」番号１番を議題に供し、事務局の説明を求めます。 

 

議案第５号番号１番について、朗読して説明する。 

なお、農地区分は、申請地北側道路に水管及び下水管が埋設され、上
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 議長 

 

 １５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 議長 

 

 

 

 

 議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

３１番 

 

 

 

 

田代 

 

舟本 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

大木 

松山小学校から約２４０ｍ、○○○○医院から約３４０ｍであることか

ら、第３種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと

判断します。 

 

担当委員の説明を願います。 

 

申請地の周辺は、東側住宅及び空き地、西側宅地、南側畑、北側市道

になっております。本申請者は、不動産の売買及び建築業を主体とする

総合不動産業であり、さくら市に本社を置いております。転用行為の必

要性は、建設工事期間中、工事作業員の一時的駐車場を確保する必要が

あるとの理由により申請されております。申請地には、鉄板を敷き、駐

車台数を１０台予定しています。資金計画は、５０万円で、自己資金で

賄います。工事完了後は、現状に復元します。よろしくご審議くださる

ようお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号１番について承認される方の挙手を願います。 

  

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号１番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号２番について事務局の説明を求めます。 

  

 議案第５号番号２番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がり１０ｈａ以上の第１種農地と

判断しますが、不許可の例外「申請に係る農地をこれに隣接する土地と

一体として同一の事業目的に供する場合（申請に係る事業の目的に供す

べき土地の面積に占める申請に係る第１種農地の占める面積の割合が３

分の１を超えないこと）」に該当し、申請の内容は許可基準に適合してい

るものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－２をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

１５番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

田代 

 

舟本 

 

 

 現在，県営住宅に住んでおり、子どもも成長し、今の住居では手狭に

なったため、この申請に至りました。土地の選定理由は、子どもが通う

小学校のことを考え、住環境にも優れており、一般住宅の建築に適した

土地は他になく、最適地であると考え選定しました。土地利用計画は、

木造２階建て、延べ面積１２６．６９㎡、駐車場２台分、給水は市の水

道へ接続します。排水は合併浄化槽により処理後、市道側溝に放流しま

す。雨水は、敷地内自然浸透であります。資金計画は、総事業費３，２

００万円で、銀行からの融資で賄います。周辺の状況は、東側雑種地と

畑、西側宅地、南側田、北側道路に囲まれた土地です。切土、盛土等の

土地造成工事はありません。敷地内は平坦地であるため、隣接地への土

砂、雨水の流出はありません。日照、通風等周辺農地への影響はありま

せん。その他、道路占用許可は、市建設課から平成２８年９月３０日許

可済です。以上のような状況であります。ご審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号２番について承認される方の挙手をお願います。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号２番は原案どおり承認されました。 

 つづきまして、議案第５号番号３番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号３番について朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がり１０ｈａ以上の第１種農地と

判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」

に該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も取れておりますの

で、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

  

 案内図５－３をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 周辺の状況は、東側宅地、西側は、前月申請許可した場所です。南側

農地、北側市道です。転用行為の必要性は、申請者のビジネスパートナ
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 ２番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

小菅 

 

 

ーとしての○○○○（株）を選んで、収入の手段として、現在アパート

を喜連川に１棟、経営をしております。当該申請地は、国道４号線に近

く交通の便が優れている事、またこの地区は、工場勤務の方々のベット

タウンとしても発展しており入居者が多く見込める地域であり、小学

校・中学校も比較的近く、住環境に恵まれていることで、土地所有者か

ら譲り受けが可能となったための申請に至っております。土地利用計画

は、木造２階建ての共同住宅８世帯を計画しております。駐車場は、１

３台を計画しております。給水・排水は、上水道・公共下水道へ接続し

ます。資金計画は、総事業費９，４００万円で、銀行融資で行います。

金融機関の融資証明書が添付されております。周辺農地への被害防除対

策は、アパート敷地はブロックで完全に囲み、雨水、土砂等流出しない

よう配慮します。日照、通風等に影響はありません。以上の状況であり

ます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号３番について承認される方の挙手を求めます。 

  

 【挙手全員】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号３番は原案どおり承認されました 

 続きまして、議案第５号番号４番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号４番について、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが１０ｈａ以上の第１種農地

と判断しますが、不許可の例外「申請にかかる土地の周辺の地域におい

て居住する者の業務上必要な施設で集落に接続して設置されるもの」に

該当し、土地の選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－４をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 先ほど議案第４号の５条取消し願いの関連で、畑を購入して、資材置

き場とする計画でしたが、譲渡人に対し、譲受人に債務があり、代物弁
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

議長 

 

２４番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

田代 

 

落合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

済のところ勘違いして売買で許可を取ってしまい、許可の取り消しをし

て再申請の形になります。そして、その土地で代弁済物する申請です。

その土地は、一時資材置き場で使用していましたが、調査会で、現地を

確認しまして、元の現況に戻っております。以上のような状況でありま

すので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第５号番号

４番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号４番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号５番について、事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号５番を朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がり１０ｈａ以上の第１種農地と

判断しますが、不許可の例外「住宅で集落に接続して設置されるもの」

であり、土地の選定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、

申請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

  

 案内図５－５をご覧下さい。（申請地の場所を説明する。） 

 転用行為の必要性は、現在賃貸アパートに住んでいますが、子どもも

大きくなり部屋が手狭になったため住宅を建築したい内容です。土地の

選定理由は、子どもが通学している学校、妻の実家が近く、また申請人

の職場に通うにも便利なため選定しました。土地利用計画は、２階建て、

給水は、市水道から給水します。排水は合併浄化槽により処理後、宅地

内に浸透処理します。処理装置から３０ｍ以内に井戸・水源はありませ

ん。雨水処理は敷地内に浸透処理します。資金計画は、総事業費２，３

４０万円で、借入れと自己資金で賄います。周辺農地への被害防除対策

は、東畑、西側畑、南側宅地、北西側畑です。周辺には、東側・北側・

西側に土留めコンクリートを設置し、南側に境界ブロックを設置して土
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議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

２９番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

田代 

 

小林 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

砂の流出を防止します。周辺農地への影響は軽微と思われますが、十分

注意します。以上のような状況でありますので、ご審議のほどよろしく

お願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。議案第５号番号

５番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号５番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号６番・議案第５号７番・議案第５号番号

８番は、上阿久津台地土地区画整理事業地内なので、一括審議とします。

事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号６番・議案第５号番号７番・議案第５号番号８番につ

いて、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は区画整理地域内ですので、第３種農地と判断し、申

請の内容は許可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

 

 議案第５番号６番と議案第５号番号７番と議案第５号番号８番は、上

阿久津台地土地区画整理事業地内で、６番と８番は売買であります。７

番は使用貸借であります。資金計画は、３件とも金融機関の融資証明書

が添付されております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第５号番号６番、議案第５号番号７番、議案第５号８番について

承認される方、挙手を願います。 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

１８番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

田代 

 

渡辺 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号６番、議案第５号番号７番、議案

第５号番号８番については、原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号９番について事務局の説明を求めます。 

 

 議案第５号番号９番について朗読して説明する。 

 なお、都市計画法に基づく用途地域の指定を受けていますので、第３

種農地と判断し、申請の内容は許可基準に適合しているものと判断しま

す。 

 

 担当委員の説明を願います。 

 

 案内図５－９をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 申請人は、昭和５５年に土木・建築の請負を業として起業しました。

現在のところは、資材・工具・機械の置き場としては進入路が狭いた

め、一か所で業務上必要な車両、重機を含め集中管理にて合理化を図

りたいためこの土地を賃貸借する申請です。この土地の所有者は、４

５年前に転用の許可を受けたが、地目変更がなされなかったため、今

回申請人が資材置き場として使用することになりましたので、再度申

請することになりました。周辺農地への被害防除対策、排水計画等に

ついては、敷地内に敷き砂利をして、整地し、被害対策として県道及

び東側に工事現場用フェンスで囲みますので砂利流失もありません。

工作物等もないので日照及び通風の面も影響はありませんが、転用に

際し被害を及ぼすことがないよう注意します。雨水は、敷地内は砂利

敷きなので、地下浸透いたします。東に隣接する農地と南側山林への

進入路は、耕作者を考慮し、耕作用道路を３ｍ確保します。土地の選

定理由は、大型車の乗り入れ可能で面積が確保でき、平坦地で形状の

整った土地の候補地を４か所検討しましたが、この申請地が集中管理

と防犯対策の観点より最良な土地なので選定しました。以上でありま

す。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 質疑もないので、採決に入ります。 

 議案第５号番号９番について承認される方、挙手を求めます。 

 

 【挙手多数】 
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議長 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

事務局 

 

２０番 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

議長 

 

田代 

 

 

 

柴山 

 

 

 

 

 

田代 

 

谷田 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

田代 

 

 挙手多数ですので、議案第５号番号９番は原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第５号番号１０番について、事務局の説明を求めま

す。 

  

 議案第５号番号１０番について、朗読して説明する。 

 なお、農地区分は、農地の集団的広がりが６．０ｈａで、農業公共投

資の対象になっていない土地ですので、第２種農地と判断し、土地の選

定経過書等により代替性の確認も取れておりますので、申請の内容は許

可基準に適合しているものと判断します。 

 

 担当委員の説明を求めます。 

 

 案内図５－１０をご覧ください。（申請地の場所を説明する。） 

 申請は、譲受人が賃貸借による、太陽光発電設備としての転用です。

申請者の○○○○株式会社は宇都宮市に本社を置き、太陽光発電事業を

行っております。土地の選定理由は、申請地は住宅地から外れた農地で、

景観上の影響は少ない。また、近接する農業集落・農地・環境への及ぼ

す影響も少ないです。日当たりが良く、ソーラー事業として高い発電効

率が見込める優良な場所であることで選定しました。土地利用計画は、

パネル３６０枚の低圧太陽光発電所を設置します。取水・排水は、あり

ません。雨水は敷地内自然浸透です。資金計画は、総事業費２，３７６

万円で、自己資金で賄います。周辺農地への被害防除対策は、雨水は、

舗装しないので敷地内浸透です。草刈、防草剤散布を年２度行います。

ソーラーパネル高さ約２．０ｍで、隣接地から１ｍ以上離し設置し、道

路、水路、高低差があるため周囲農地への日照・通風などの影響はあり

ません。以上の状況です。よろしくご審議のほどお願いいたします。 

 

 それでは質疑にはいります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので採決に入ります。議案第５号番号 

１０番について挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第５号番号１０番は原案どおり承認されまし

た。 
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議長 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

鈴木 

 

 

田代 

 

 

 

 

 暫時休憩（１５時１０分から１５時２０分） 

 

 再開します。議案第６号「農用地利用集積計画の決定について」を議

題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

 この議案につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の

規定の基づき市が定める農用地利用集積計画となります。平成２８年度

第７号 公告予定年月日は平成２８年１０月３１日です。計画の内容と

しては、利用権設定については、再設定６件、面積３２，７２８㎡、新

規１４件、面積２３２，００２㎡、うち農地中間管理機構への権利設定

は６件、面積８１，１３０㎡、合計２０件、面積２６４，７３０㎡です。 

さくら市全体の賃借の平均額は、１３，１００円、物納の平均値は７２

ｋｇ。氏家地区の賃借の平均額は、１５，３００円。喜連川地区の賃借

の平均額は、９，８００円、物納の平均は７２ｋｇとなっております。

いずれも１反当たりの数字となっております。以上です。 

 

 それでは質疑に入ります。 

 

 【異議なしの声あり】 

 

 異議なしの声以外ないようなので、採決に入ります。 

 議案第６号「農用地利用集積計画の決定について」承認される方の、

挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

 全員挙手ですので、議案第６号は、原案どおり承認されました。 

 続きまして、議案第７号「さくら市おける農地等の利用の最適化の推

進に関する意見について」を議題に供します。事務局の説明を求めます。 

 

 農業施策に関する建議・要望書から農地等に利用の最適化の推進に関

する意見に変った目的と議案第７号について朗読して説明する。 

  

 それでは質疑・付け加えたい要望があればお願いします。 

 以前は沢山要望したのですが、要点を絞った内容になっています。 

 本日みなさまに初めて見せた意見書ですので、今月中までに、要望追

加があれば事務局へ出してください。まとまりましたら、市長へ提出い

たします。 
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１０番 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

 ２番 

 

 

事務局 

 

 

 

鈴木 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

 

 

 

野崎 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田代 

 

 

 

小菅 

 

 

野崎 

 

 

 

 毎年、市に要望書出しても、市として目に見えなかったのが現実でし

た。農業をさくら市として推進するために、農業団体・共済組合等と連

携をしていけば農業の発展に繋がるとおもいます。市長へお願いして下

さい。 

 

 鈴木委員からの意見要望でした、当委員会も農協、共済組合・土地改

良代表委員もいますので、横の連携をしながら進めて行きたいと思いま

す。また、気づいた点がありましたら事務局へ連絡してください。 

続きまして、議案第８号「さくら市農地移動適正化あっせん事業実施

規程の一部改正（案）について」を議題に供します。事務局の説明を求

めます。 

 

 さくら市農地移動適正化あっせん基準の一部改正（案）をご覧くださ

い。改正点については、農業生産法人から農地所有適格法人への名称の

変更、氏家地区におけるあっせん基準面積を２７０ａから３００ａに設

定した点でございます。農地移動適正化あっせん基準については、５年

ごとに行う農林業センサスの結果を受けて、見直しを行うこととなって

おります。今回、２０１５年農林業センサスの結果に基づき平均耕作面

積を算出したところ、氏家地区では２９８．３ａ、喜連川地区では２０

４．１ａとなりました。あっせん事業は担い手への農地の集積を図るこ

とを目的としているため、基準面積は平均耕作面積を上回るように設定

する必要があります。現行のあっせん基準面積は、氏家地区では２７０

ａ、喜連川地区では２２０ａですので、今回、氏家地区におけるあっせ

ん基準面積を見直し、３００ａと設定いたしました。また、農業生産法

人の名称が農地所有適格法人に変更となりましたので、合わせて改正い

たしました。以上です。 

 

 事務局の説明でしたが、氏家地区が２７０ａから３００ａになり氏家

地区が農地の貸し借りが進んでいて、担い手集積が進んでいることだと

思います。喜連川地区は、貸し借りが進まない状況です。 

 

 氏家地区の平均耕作面積は近々３００ａを超えてしまうのではないか

と思いますが、あっせん基準は３００ａで大丈夫なのですか。 

 

 事務局の案ですので、その点は総会で議論していただきたいのですが、

あっせん基準面積を上げれば、売買が減ることになります。５年ごとに

見直しがございますので、この位の数字でいいのではないかと思いぎり

ぎりの数字にしました。 
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 ２番 

 

議長 

 

 

 

 

 

議長 

 

小菅 

 

田代 

 

 

 

 

 

田代 

 

  了解しました。 

 

その他、質疑がないようなので、採決に入ります。議案第８号「さく

ら市農地移動適正化あっせん事業実施規程の一部改正について」承認さ

れる方、挙手を求めます。 

 

 【全員挙手】 

 

全員挙手ですので、議案第８号は原案どおり承認されました。 

  続きまして、報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知

について」番号１番、報告第２号「農地法第３条の３第１項の規定によ

る届出書について」番号１番から５番お目通しを願います。 

  本日の議題はすべて終了しました。以上を持ちまして、さくら市農業

委員会１０月定例総会を閉会いたします。 

 

 

（午後３時５０分閉会） 


